
社会福祉充実計画策定の流れ
社会福祉法人

（佐倉市区域内で計画事業を実施しようとする法人）
佐倉市

①社会福祉充実残額の算定 佐倉市への相談依頼

（残額なし） （残額あり）

②社会福祉充実計画原案の作成

（地域公益事業を行う場合）（地域公益事業を行わない場合）

現況報告書とともに算定結果を提出

③地域協議会等からの意見聴取

④公認会計士・税理士等からの意見聴取

⑤評議員会の承認

⑥所轄庁への承認申請（現況報告書と併せて提出）

⑦承認社会福祉充実計画に基づく事業実施

必要に応じて変更承認申請、変更届出、計画終了申請を行う

①計画策定に係る相談依頼受付（社会福祉課）

社会福祉課が相談依頼を受理後、事業の内容に
基づき、認可等担当課へ通知。
認可等担当課は、実施しようとする事業の需要
や実現性等について法人に助言を行う。

②事前相談（認可等担当課）

試算の結果、残額発生が見込
まれる場合は早急に相談依頼

相談内容を踏まえて、計画原案
の作成に着手

相談依頼書 兼
地域協議会開催依頼書

（地域公益事業を行う場合） （地域公益事業を行わない場合）

⑤初回福祉充実計画の承認（認可等担当課）

③地域協議会の開催依頼受付（社会福祉課）

④地域協議会の開催（社会福祉課）

・地域福祉計画推進委員会で意見聴取を実施。
・地域協議会当日の説明は法人自らが行う。

社会福祉充実計画
承認申請書

社会福祉充実計画
承認(不承認)通知書

地域協議会意見聴取
結果通知書

意見聴取結果を計画に反映

⑥承認社会福祉充実計画に係る対応（認可等担当課）

必要に応じて変更承認、変更届出受理、計画終了承認を行う

※佐倉市長を所轄庁とする法人に限る

計画策定は非常に過密スケジュールとなるため、早めの着手をお願いいたします。
＜参照通知等＞
・平成29年１月24日厚生労働省社会・援護局長等通知

「社会福祉法第55条の２の規程に基づく社会福祉充実計画の承認等について」

・平成29年１月24日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知
「「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について」

・平成30年１月23日厚生労働省事務連絡
「「社会福祉充実計画の承認等に関するQ＆A（vol.3）」について」

＜社会福祉充実計画策定等に係るその他様式＞

・社会福祉充実計画(様式第６号)
・承認社会福祉充実計画変更承認申請書(様式第９号)
・承認社会福祉充実計画変更承認(不承認)通知書(様式第10号）
・承認社会福祉充実計画変更届出書(様式第11号)
・承認社会福祉充実計画終了承認申請書(様式第12号)
・承認社会福祉充実計画終了承認(不承認)申請書(様式第13号)

様式第１号

様式第４号

様式第７号

様式第８号
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